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診療報酬と患者自己負担額について 

医事課長 浅利 隆人 

診療報酬とは？ 

患者様が医療機関や薬局での診察・治療・処方などの医療サービスを受けたときにかかる費用

を医療費と言います。 

一方で、医療機関が提供したサービス（診察・治療・処方など）の対価として受け取るのが診

療報酬です。診療報酬の 1～3 割は患者様が支払う自己負担分で、残りは患者さんが加入している、

国民健康保険や健康保険組合・全国健康保険協会（協会けんぽ）などの「保険者」から支払われ

ます。一般的に、サービスの価格はその提供者が任意に決めることができますが、医療行為や医

薬品代については国の制度によって細かく値段が定められています。この国の価格表に基づいて

決定した医療費を「診療報酬」と呼ばれます。つまり、「診療報酬」とは、医療行為・医薬品など

の対価を示します。 

また、医療機関が対価として受け取った診療報酬のすべてが、医療機関で働く職員の人件費・

医薬品費・医療器械・設備関係費となり、医療機関全体を維持するため、また、患者様の安全で

安心の医療を提供するために必要な原資となります。 

診療報酬は社会・経済状況に応じて 2年に一度見直されます。 

患者自己負担金とは？ 

下記のとおり、それぞれの年齢層において自己負担金割合が定められています。 

最後に今後も医療制度を存続するために、適切な診療報酬改定が行われていきます。 

患者様も診療報酬制度について注目していただきたいと思います。 
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